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公布された法令のあらまし 

兵庫県立高等学校の管理運営に関する規則及び兵庫県立高等学校の通学区域に関する規則の一部を改正する

規則（教育委員会規則第１号） 

県立学校の学科の新設に伴い、関係規則について所要の整備を行うこととした。 

告         示 

兵庫県告示第187号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、尼崎市長から次の

とおり公共測量が終了した旨の通知があった。 

平成30年３月６日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１(1) 作業種類 

   公共測量（３級基準点測量） 

 (2) 作業期間 

   平成27年９月１日から同月30日まで 

 (3) 作業地域 

   尼崎市東浜町地内 
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２(1) 作業種類 

   公共測量（３級基準点測量） 

 (2) 作業期間 

   平成27年９月１日から同年10月14日まで 

 (3) 作業地域 

   尼崎市浜１丁目地内 

 

兵庫県告示第188号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の規定により、道路の区域を次のように変更し、平成30年３月６日か

ら供用を開始する。 

 その関係図面は、平成30年３月６日から２週間、北播磨県民局加東土木事務所において一般の縦覧に供する。 

  平成30年３月６日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

道 路 の 種 類 

路 線 名 

道  路  の  区  域 

区     間 旧新
敷地の幅員
（メートル）

延 長 
（メートル） 

備考

県道 

加 美 八 千 代 線 

多可郡多可町八千代区中村字堂ノ北163番

１から 

同 郡  町八千代区中村字岸ノ下290番

２まで 

旧
5.0から

9.0まで
441.0  

 

 

 新
12.0から

18.0まで
441.0 

 

 

兵庫県告示第189号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の規定により、道路の区域を次のように変更し、平成30年３月６日か

ら供用を開始する。 

 その関係図面は、平成30年３月６日から２週間、中播磨県民センター姫路土木事務所において一般の縦覧に

供する。 

  平成30年３月６日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

道 路 の 種 類 

路 線 名 

道  路  の  区  域 

区     間 旧新
敷地の幅員
（メートル）

延 長 
（メートル） 

備考

県道 

小 野 香 寺 線 

姫路市山田町西山田字ソキ田214番６から 

同 市山田町西山田字山ノ口313番２まで 

旧 
9.0から

21.0まで
17.0 

 

新
10.0から

23.0まで
17.0  

県道 

豊 富 御 国 野 線 

姫路市御国野町深志野字五郎田16番３から

同 市御国野町深志野字五郎田16番９まで

旧 
13.0から

15.0まで
8.0 

 

新
14.0から

17.0まで
8.0  

 

 

兵庫県告示第190号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の規定により、道路の区域を次のように変更し、平成30年３月６日か
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ら供用を開始する。 

 その関係図面は、平成30年３月６日から２週間、但馬県民局新温泉土木事務所において一般の縦覧に供する。 

  平成30年３月６日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

道 路 の 種 類 

路 線 名 

道  路  の  区  域 

区     間 旧新
敷地の幅員
（メートル）

延 長 
（メートル） 

備考

国道 

１ ７ ８ 号 

美方郡香美町香住区余部字ススミ2215番２

から 

同 郡同 町香住区余部字ススミ2215番２

まで 

旧
13.0から

38.0まで
20.0 

   

新
13.0から

38.0まで
20.0 

 

 

兵庫県告示第191号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の規定により、道路の区域を次のように変更し、平成30年３月６日か

ら在来道路の供用を廃止する。 

 その関係図面は、平成30年３月６日から２週間、中播磨県民センター姫路土木事務所において一般の縦覧に

供する。 

  平成30年３月６日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

道 路 の 種 類 

路 線 名 

道  路  の  区  域 

区     間 旧新
敷地の幅員
（メートル）

延 長 
（メートル） 

備考

県道 

妻 鹿 花 田 線 

姫路市花田町一本松字正路284番１から 

同 市花田町一本松字正路268番５まで 

旧
8.0から

9.0まで
6.0 

 

新
8.0から

8.0まで
6.0 

 

 

兵庫県告示第192号 

 都志川水系に係る二級河川相原川について、河川法（昭和39年法律第167号）第58条の２第１項の規定により、

次の区域を河川立体区域として指定する。 

その関係図面は、兵庫県県土整備部土木局河川整備課及び淡路県民局洲本土木事務所に備え置いて２週間縦

覧に供する。 

平成30年３月６日 

河川管理者            

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

 次の図面の茶色で着色した区域 

 （図面省略） 

 

兵庫県告示第193号 

 港湾法（昭和25年法律第218号）第37条の11第１項の規定に基づき、地方港湾明石港に係る放置等を禁止する

区域及び物件を次のとおり指定し、平成30年３月16日から施行する。 

  平成30年３月６日 

                             明石港港湾管理者 兵庫県 
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                               代表者 兵庫県知事 井 戸 敏 三 

１ 放置等を禁止する区域 

 (1) 明石市大観町21番地地先明石護岸上の標識（北緯34度38分23秒、東経134度58分56秒）から198度240メー

トルの地点まで引いた線、同地点から142度に引いた線と明石港突堤灯台（北緯34度38分23秒、東経134度

59分34秒）を中心とした半径900メートルの円弧との交点までの線、同地点から明石港突堤灯台を中心とし

て半径900メートルの東側円弧及び陸岸により囲まれた海面（日本測地系による） 

 (2) 明石市相生町二丁目、中崎一丁目及び二丁目、鍛冶屋町、本町一丁目及び二丁目、材木町並びに港町地

内の次の諸点を順次結んだ線と水際線により囲まれた地域（日本測地系による） 

  ア 明石市相生町浜通地先埋立地内標識 

  イ アから０度20メートルの地点 

  ウ イから265度45分157メートルの地点 

エ ウから206度40分60メートルの地点 

    オ エから251度30分100メートルの地点 

    カ オから263度45分190メートルの地点 

    キ カから351度30分48メートルの地点 

    ク キから24度30分210メートルの地点 

    ケ クから272度80メートルの地点 

    コ ケから11度50分75メートルの地点 

    サ コから267度20分100メートルの地点 

    シ サから276度30分318メートルの地点 

    ス シから６度15メートルの地点 

    セ スから277度50分180メートルの地点 

    ソ セから185度30メートルの地点 

    タ ソから265度15分53メートルの地点 

    チ タから185度10分50メートルの地点 

    ツ チから77度88メートルの地点 

    テ ツから96度45分50メートルの地点 

    ト テから186度30分178メートルの地点 

    ナ トから138度30分50メートルの地点 

    ニ ナから159度90メートルの地点 

    ヌ ニから263度50分75メートルの地点 

    ネ ヌから244度25メートルの地点 

    ノ ネから274度53メートルの地点 

    ハ ノから180度に引いた線と水際線との交点 

    ヒ 明石市中崎二丁目110番地地先標識 

    フ ヒから315度20メートルの地点 

    ヘ フから250度45分130メートルの地点 

    ホ ヘから12度20分30メートルの地点 

    マ ホから45度30分70メートルの地点 

    ミ マから79度45分136メートルの地点 

    ム ミから88度50分85メートルの地点 

    メ ムから205度30分に引いた線と水際線との交点 

２ 放置等を禁止する物件 

  船舶、係留のために用いる物件 

 

兵庫県告示第194号 

  都市計画法（昭和43年法律第100号）第20条第１項の規定により、次の都市計画の決定に係る図書の写しの送

付を受けたので、同条第２項の規定により、当該図書の写しを兵庫県県土整備部まちづくり局都市計画課にお

いて縦覧に供する。 

平成30年３月６日 
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兵庫県知事 井 戸 敏 三  

市町の名称 都市計画の種類 都市計画の名称 

西 宮 市 

尼 崎 市 

阪神間都市計画地区計画 

阪神間都市計画防災街区整備地区計画 

宝生ケ丘地区地区計画 

下坂部川出地区防災街区整備地区計画 

 

 

兵庫県告示第195号 

  都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第20条第１項の規定により、次の都

市計画の変更に係る図書の写しの送付を受けたので、同法第21条第２項において準用する同法第20条第２項の

規定により、当該図書の写しを兵庫県県土整備部まちづくり局都市計画課において縦覧に供する。 

平成30年３月６日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三 

市町の名称 都市計画の種類 都市計画の名称 

神 戸 市 

同 市 

西 宮 市 

 

尼 崎 市 

伊 丹 市 

宝 塚 市 

同 市 

川 西 市 

高 砂 市 

同 市 

加 西 市 

加 東 市 

同 市 

同 市 

姫 路 市 

神戸国際港都建設計画地区計画 

神戸国際港都建設計画生産緑地地区 

阪神間都市計画生産緑地地区 

 

阪神間都市計画生産緑地地区 

阪神間都市計画生産緑地地区 

阪神間都市計画生産緑地地区 

阪神間都市計画地区計画 

阪神間都市計画生産緑地地区 

東播都市計画ごみ焼却場 

東播都市計画ごみ処理場 

東播都市計画下水道 

東播都市計画下水道 

東条都市計画用途地域 

東条都市計画地区計画 

中播都市計画道路 

六甲アイランド都市機能ゾーン地区計画

山田40生産緑地地区ほか13地区 

上山口・丸山区画11生産緑地地区ほか７

地区 

 

 

亀井町２生産緑地地区ほか８地区 

千種地区地区計画 

 

第１号高砂市ごみ焼却場 

第１号高砂市ごみ処理場 

加西市公共下水道 

加東市公共下水道 

 

南山地区地区計画 

3.4.27号下寺町線ほか15路線 

 

 

兵庫県告示第196号 

建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第４号の規定により、次のとおり道路を指定した。 

その関係図書は、北播磨県民局加東土木事務所まちづくり建築課において縦覧に供する。 

 平成30年３月６日 

                                   兵庫県知事 井 戸 敏 三  

指 定 番 号 
指定年月日 

（平成年月日） 
位 置 

幅 員 

（メートル） 

延 長 

（メートル）

 

 

 

 

 

第Ｈ29北播予定

0003号 

 

 

 

 

 

30.2.20 

加西市和泉町字中屋敷 117 番４、118 番５の

一部、118番８、118番９、118番 11 

同 市和泉町字出口 684 番３、684 番３地先

里道の一部、689番４、689番７、694番７、

694番８、695番５、701番４、702番３、737

番３、737番３地先里道の一部、737番４、737

 

 

 

 

3.76 

6.85 

4.53 

 

 

 

 

30.975 

148.901 

73.095 
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番５、739番２、739番８ 

同 市和泉町字宝ノ前 952 番２、953 番１、

953番３、953番３地先水路の一部、962番５、

962番５地先里道の一部、962番６、962番８

6.24 80.529 

 

公 告 

土砂災害警戒区域の改正の案の閲覧 

平成20年兵庫県告示第980号（土砂災害警戒区域の指定）の一部を改正するため、改正の案を、次のとおり閲

覧に供する。 

なお、改正しようとする区域内に存する土地若しくは建築物の所有者、管理者又は占有者は、閲覧期間の満

了の日まで、この案について兵庫県知事に意見書を提出することができる。 

平成30年３月６日 

                                  兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 改正しようとする区域の案 

  小倉Ⅱ（136000060）の項中別図28を次の図面のとおり改める。 

 （「次の図面」は省略し、３に記載する場所に備え置いて閲覧に供する。） 

２ 改正の案の閲覧期間 

  平成30年３月14日（水）から同月28日（水）まで 

３ 改正の案の閲覧場所 

  中播磨県民センター姫路土木事務所福崎事業所及び福崎町役場 

４ 意見書に関する事項 

 (1) 様式 

   土砂災害警戒区域等の指定手続に関する要領第５条第２項の規定により定める様式 

 (2) 提出先 

   兵庫県中播磨県民センター姫路土木事務所福崎事業所 

    〒679-2204 神崎郡福崎町西田原1994―４ 

 (3) 提出期限 

   平成30年３月28日（水）まで（当日消印有効） 

 (4) 意見要旨及び県の考え方の公表 

   提出された意見の要旨及びこれに対する兵庫県の考え方は、平成30年５月28日（月）までに、３に記載

する場所において閲覧に供し、及び兵庫県ホームページに掲載し、公表する。 

 

土砂災害警戒区域の改正の案の閲覧 

平成19年兵庫県告示第925号（土砂災害警戒区域の指定）の一部を改正するため、改正の案を、次のとおり閲

覧に供する。 

なお、改正しようとする区域内に存する土地若しくは建築物の所有者、管理者又は占有者は、閲覧期間の満

了の日まで、この案について兵庫県知事に意見書を提出することができる。 

平成30年３月６日 

                                  兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 改正しようとする区域の案 

  大河内Ⅰ（110060006）の項中別図６、平田(1)Ⅱ（110060009）の項中別図９、平田(2)Ⅱ（110060010）の

項中別図10、平田(3)Ⅱ（110060011）の項中別図11、栗尾(1)Ⅱ（110060012）の項中別図12、大河内(8)Ⅱ

（110060047）の項中別図47、大河内(10)Ⅱ（110060049）の項中別図49、小坂(9)Ⅱ（110060064）の項中別

図64、新宮谷川Ⅰ（210060017）の項中別図81、竹ノ後川Ⅱ（210060041）の項中別図105を次の図面のとおり

改める。 

 （「次の図面」は省略し、３に記載する場所に備え置いて閲覧に供する。） 
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２ 改正の案の閲覧期間 

  平成30年３月14日（水）から同月28日（水）まで 

３ 改正の案の閲覧場所 

  兵庫県但馬県民局豊岡土木事務所及び豊岡市但東振興局 

４ 意見書に関する事項 

 (1) 様式 

   土砂災害警戒区域等の指定手続に関する要領第５条第２項の規定により定める様式 

 (2) 提出先 

   兵庫県但馬県民局豊岡土木事務所河川砂防課 

    〒668-0025 豊岡市幸町７―11 

 (3) 提出期限 

   平成30年３月28日（水）まで（当日消印有効） 

 (4) 意見要旨及び県の考え方の公表 

   提出された意見の要旨及びこれに対する兵庫県の考え方は、平成30年５月28日（月）までに、３に記載

する場所において閲覧に供し、及び兵庫県ホームページに掲載し、公表する。 

 

   土砂災害警戒区域等の指定手続に関する要領に基づく土砂災害特別警戒区域の指定の案の閲覧 

土砂災害警戒区域等の指定手続に関する要領（以下「要領」という。）第４条第１項の規定により、土砂災害

特別警戒区域の指定の案を、次のとおり閲覧に供する。 

なお、指定しようとする区域内に存する土地若しくは建築物の所有者、管理者又は占有者は、閲覧期間の満

了の日まで、この案について兵庫県知事に意見書を提出することができる。 

平成30年３月６日 

                                   兵庫県知事 井 戸 敏 三 

１ 指定しようとする区域の名称等 

名   称 指 定 の 区 域 
土砂災害の発生原因と

なる自然現象の種類 

自然現象により建築物

に作用すると想定され

る衝撃に関する事項 

山崎Ⅲ 

（136000001） 

神崎郡福崎町山崎（別図１の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図１のとおり 

山崎(2)Ⅰ 

（136000003） 

神崎郡福崎町山崎（別図２の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図２のとおり 

西谷(3)Ⅲ 

（136000023） 

神崎郡福崎町西治（別図３の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図３のとおり 

西谷(2)Ⅲ 

（136000024） 

神崎郡福崎町西治（別図４の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図４のとおり 

西谷(3)Ⅱ 

（136000025） 

神崎郡福崎町西治（別図５の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図５のとおり 

西谷(1)Ⅲ 

（136000026） 

神崎郡福崎町西治（別図６の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図６のとおり 

西谷(1)Ⅱ 

（136000030） 

神崎郡福崎町西治（別図７の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図７のとおり 

西治(1)Ⅰ 

（136000031） 

神崎郡福崎町西治（別図８の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図８のとおり 
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亀坪(1)Ⅱ 

（136000033） 

神崎郡福崎町東田原（別図９

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図９のとおり 

東大貫(1)Ⅱ 

（136000036） 

神崎郡福崎町大貫（別図10の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図10のとおり 

東大貫(2)Ⅱ 

（136000037） 

神崎郡福崎町大貫（別図11の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図11のとおり 

東大貫Ⅰ 

（136000038） 

神崎郡福崎町大貫（別図12の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図12のとおり 

西大貫(1)Ⅱ 

（136000040） 

神崎郡福崎町大貫（別図13の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図13のとおり 

大貫(2)Ⅱ 

（136000041） 

神崎郡福崎町大貫（別図14の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図14のとおり 

大貫(1)Ⅱ 

（136000042） 

神崎郡福崎町大貫（別図15の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図15のとおり 

南大貫Ⅱ 

（136000043） 

神崎郡福崎町大貫（別図16の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図16のとおり 

南大貫Ⅰ 

（136000044） 

神崎郡福崎町大貫（別図17の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図17のとおり 

井ノ口(2)Ⅱ 

（136000046） 

神崎郡福崎町西田原（別図18

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図18のとおり 

北野(1)Ⅱ 

（136000047） 

神崎郡福崎町西田原（別図19

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図19のとおり 

北野(2)Ⅱ 

（136000048） 

神崎郡福崎町西田原（別図20

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図20のとおり 

加治谷Ⅱ 

（136000050） 

神崎郡福崎町東田原（別図21

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図21のとおり 

亀坪(3)Ⅱ 

（136000051） 

神崎郡福崎町東田原（別図22

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図22のとおり 

亀坪(4)Ⅱ 

（136000052） 

神崎郡福崎町東田原（別図23

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図23のとおり 

高橋(1)Ⅰ 

（136000056） 

神崎郡福崎町高橋（別図24の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図24のとおり 

高橋(4)Ⅰ 

（136000058） 

神崎郡福崎町高橋（別図25の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図25のとおり 

小倉Ⅱ 

（136000060） 

神崎郡福崎町八千種（別図26

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図26のとおり 

山崎Ⅰ 

（236000017） 

神崎郡福崎町山崎（別図27の

とおり） 
土石流 別図27のとおり 

（別図１から別図27までは省略し、３に記載する場所に備え置いて閲覧に供する。） 

２ 指定の案の閲覧期間 

  平成30年３月14日（水）から同月28日（水）まで 
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３ 指定の案の閲覧場所 

  中播磨県民センター姫路土木事務所福崎事業所及び福崎町役場 

４ 意見書に関する事項 

 (1) 様式 

   要領第５条第２項の規定により定める様式 

 (2) 提出先 

   兵庫県中播磨県民センター姫路土木事務所福崎事業所 

    〒679-2204 神崎郡福崎町西田原1994―４ 

 (3) 提出期限 

   平成30年３月28日（水）まで（当日消印有効） 

 (4) 意見要旨及び県の考え方の公表 

   提出された意見の要旨及びこれに対する兵庫県の考え方は、平成30年５月28日（月）までに、３に記載

する場所において閲覧に供し、及び兵庫県ホームページに掲載し、公表する。 

 

   土砂災害警戒区域等の指定手続に関する要領に基づく土砂災害特別警戒区域の指定の案の閲覧 

土砂災害警戒区域等の指定手続に関する要領（以下「要領」という。）第４条第１項の規定により、土砂災害

特別警戒区域の指定の案を、次のとおり閲覧に供する。 

なお、指定しようとする区域内に存する土地若しくは建築物の所有者、管理者又は占有者は、閲覧期間の満

了の日まで、この案について兵庫県知事に意見書を提出することができる。 

平成30年３月６日 

                                   兵庫県知事 井 戸 敏 三 

１ 指定しようとする区域の名称等 

名   称 指 定 の 区 域 
土砂災害の発生原因と

なる自然現象の種類 

自然現象により建築物

に作用すると想定され

る衝撃に関する事項 

庄境Ⅰ 

（110040021） 

豊岡市日高町庄境（別図１の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図１のとおり 

観音寺(3)Ⅰ 

（110040025） 

豊岡市日高町観音寺（別図２

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図２のとおり 

観音寺(2)Ⅰ 

（110040026） 

豊岡市日高町観音寺（別図３

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図３のとおり 

観音寺(1)Ⅰ 

（110040027） 

豊岡市日高町観音寺（別図４

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図４のとおり 

観音寺(1)Ⅱ 

（110040028） 

豊岡市日高町観音寺（別図５

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図５のとおり 

佐田(2)Ⅰ 

（110040031） 

豊岡市日高町佐田（別図６の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図６のとおり 

森山(1)Ⅱ 

（110040032） 

豊岡市日高町森山（別図７の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図７のとおり 

森山(2)Ⅱ 

（110040033） 

豊岡市日高町森山（別図８の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図８のとおり 

佐田Ⅱ 

（110040034） 

豊岡市日高町佐田（別図９の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図９のとおり 
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伊府Ⅱ 

（110040035） 

豊岡市日高町伊府（別図10の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図10のとおり 

知見(2)Ⅰ 

（110040036） 

豊岡市日高町知見（別図11の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図11のとおり 

知見(1)Ⅱ 

（110040039） 

豊岡市日高町知見（別図12の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図12のとおり 

知見(2)Ⅱ 

（110040040） 

豊岡市日高町知見（別図13の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図13のとおり 

知見(3)Ⅱ 

（110040041） 

豊岡市日高町知見（別図14の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図14のとおり 

猪子垣(2)Ⅰ 

（110040045） 

豊岡市日高町猪子垣（別図15

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図15のとおり 

殿(2)Ⅰ 

（110040046） 

豊岡市日高町殿（別図16のと

おり） 
急傾斜地の崩壊 別図16のとおり 

殿(1)Ⅰ 

（110040047） 

豊岡市日高町殿（別図17のと

おり） 
急傾斜地の崩壊 別図17のとおり 

殿(2)Ⅱ 

（110040049） 

豊岡市日高町殿（別図18のと

おり） 
急傾斜地の崩壊 別図18のとおり 

殿(3)Ⅱ 

（110040050） 

豊岡市日高町殿（別図19のと

おり） 
急傾斜地の崩壊 別図19のとおり 

殿(4)Ⅱ 

（110040051） 

豊岡市日高町殿（別図20のと

おり） 
急傾斜地の崩壊 別図20のとおり 

羽尻(3)Ⅱ 

（110040052） 

豊岡市日高町羽尻（別図21の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図21のとおり 

金谷(2)Ⅰ 

（110040054） 

豊岡市日高町羽尻（別図22の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図22のとおり 

羽尻(3)Ⅰ 

（110040057） 

豊岡市日高町羽尻（別図23の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図23のとおり 

羽尻(1)Ⅱ 

（110040059） 

豊岡市日高町羽尻（別図24の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図24のとおり 

羽尻(2)Ⅱ 

（110040060） 

豊岡市日高町羽尻（別図25の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図25のとおり 

室Ⅰ 

（110040064） 

豊岡市日高町田ノ口（別図26

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図26のとおり 

室(1)Ⅱ 

（110040066） 

豊岡市日高町田ノ口（別図27

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図27のとおり 

室(2)Ⅱ 

（110040067） 

豊岡市日高町田ノ口（別図28

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図28のとおり 

室(3)Ⅱ 

（110040068） 

豊岡市日高町田ノ口（別図29

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図29のとおり 
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室(4)Ⅱ 

（110040069） 

豊岡市日高町田ノ口（別図30

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図30のとおり 

観音寺(3)Ⅱ 

（110040071） 

豊岡市日高町観音寺（別図31

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図31のとおり 

佐田川Ⅰ 

（210040014） 

豊岡市日高町佐田（別図32の

とおり） 
土石流 別図32のとおり 

観音寺Ⅰ 

（210040019） 

豊岡市日高町観音寺（別図33

のとおり） 
土石流 別図33のとおり 

右支渓第一Ⅱ 

（210040029） 

豊岡市日高町知見（別図34の

とおり） 
土石流 別図34のとおり 

羽尻西谷Ⅱ 

（210040031） 

豊岡市日高町羽尻（別図35の

とおり） 
土石流 別図35のとおり 

万場谷川Ⅰ 

（210040034） 

豊岡市日高町田ノ口（別図36

のとおり） 
土石流 別図36のとおり 

矢の川Ⅱ 

（210040036） 

豊岡市日高町羽尻（別図37の

とおり） 
土石流 別図37のとおり 

田ノ口西谷Ⅱ 

（210040037） 

豊岡市日高町田ノ口（別図38

のとおり） 
土石流 別図38のとおり 

左支渓第一Ⅱ 

（210040038） 

豊岡市日高町田ノ口（別図39

のとおり） 
土石流 別図39のとおり 

梨ヶ谷Ⅱ 

（210040039） 

豊岡市日高町庄境（別図40の

とおり） 
土石流 別図40のとおり 

（別図１から別図40までは省略し、３に記載する場所に備え置いて閲覧に供する。） 

２ 指定の案の閲覧期間 

  平成30年3月14日（水）から同月28日（水）まで 

３ 指定の案の閲覧場所 

  兵庫県但馬県民局豊岡土木事務所及び豊岡市日高振興局 

４ 意見書に関する事項 

 (1) 様式 

   要領第５条第２項の規定により定める様式 

 (2) 提出先 

   兵庫県但馬県民局豊岡土木事務所河川砂防課 

    〒668-0025 豊岡市幸町７―11 

 (3) 提出期限 

   平成30年３月28日（水）まで（当日消印有効） 

 (4) 意見要旨及び県の考え方の公表 

   提出された意見の要旨及びこれに対する兵庫県の考え方は、平成30年５月28日（月）までに、３に記載

する場所において閲覧に供し、及び兵庫県ホームページに掲載し、公表する。 

 

   土砂災害警戒区域等の指定手続に関する要領に基づく土砂災害特別警戒区域の指定の案の閲覧 

土砂災害警戒区域等の指定手続に関する要領（以下「要領」という。）第４条第１項の規定により、土砂災害

特別警戒区域の指定の案を、次のとおり閲覧に供する。 

なお、指定しようとする区域内に存する土地若しくは建築物の所有者、管理者又は占有者は、閲覧期間の満
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了の日まで、この案について兵庫県知事に意見書を提出することができる。 

平成30年３月６日 

                                   兵庫県知事 井 戸 敏 三 

１ 指定しようとする区域の名称等 

名   称 指 定 の 区 域 
土砂災害の発生原因と

なる自然現象の種類 

自然現象により建築物

に作用すると想定され

る衝撃に関する事項 

佐田Ⅰ 

（110060002） 

豊岡市但東町佐田（別図１の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図１のとおり 

久畑Ⅰ 

（110060003） 

豊岡市但東町久畑（別図２の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図２のとおり 

大河内Ⅰ 

（110060006） 

豊岡市但東町大河内（別図３

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図３のとおり 

平田(1)Ⅱ 

（110060009） 

豊岡市但東町平田（別図４の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図４のとおり 

平田(2)Ⅱ 

（110060010） 

豊岡市但東町平田（別図５の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図５のとおり 

平田(3)Ⅱ 

（110060011） 

豊岡市但東町平田（別図６の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図６のとおり 

栗尾(1)Ⅱ 

（110060012） 

豊岡市但東町栗尾（別図７の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図７のとおり 

栗尾(2)Ⅱ 

（110060013） 

豊岡市但東町栗尾（別図８の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図８のとおり 

栗尾(3)Ⅱ 

（110060014） 

豊岡市但東町栗尾（別図９の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図９のとおり 

栗尾(4)Ⅱ 

（110060015） 

豊岡市但東町栗尾（別図10の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図10のとおり 

栗尾(5)Ⅱ 

（110060016） 

豊岡市但東町栗尾（別図11の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図11のとおり 

栗尾(6)Ⅱ 

（110060017） 

豊岡市但東町栗尾（別図12の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図12のとおり 

栗尾(7)Ⅱ 

（110060018） 

豊岡市但東町栗尾（別図13の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図13のとおり 

栗尾(8)Ⅱ 

（110060019） 

豊岡市但東町栗尾（別図14の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図14のとおり 

栗尾(9)Ⅱ 

（110060020） 

豊岡市但東町栗尾（別図15の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図15のとおり 

栗尾(10)Ⅱ 

（110060021） 

豊岡市但東町栗尾（別図16の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図16のとおり 

栗尾(11)Ⅱ 

（110060022） 

豊岡市但東町栗尾（別図17の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図17のとおり 
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栗尾(12)Ⅱ 

（110060023） 

豊岡市但東町栗尾（別図18の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図18のとおり 

佐田(1)Ⅱ 

（110060024） 

豊岡市但東町佐田（別図19の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図19のとおり 

佐田(2)Ⅱ 

（110060025） 

豊岡市但東町佐田（別図20の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図20のとおり 

久畑(3)Ⅱ 

（110060026） 

豊岡市但東町久畑（別図21の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図21のとおり 

久畑(4)Ⅱ 

（110060027） 

豊岡市但東町久畑（別図22の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図22のとおり 

久畑(5)Ⅱ 

（110060028） 

豊岡市但東町久畑（別図23の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図23のとおり 

大河内(1)Ⅱ 

（110060040） 

豊岡市但東町大河内（別図24

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図24のとおり 

大河内(2)Ⅱ 

（110060041） 

豊岡市但東町大河内（別図25

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図25のとおり 

大河内(3)Ⅱ 

（110060042） 

豊岡市但東町大河内（別図26

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図26のとおり 

大河内(4)Ⅱ 

（110060043） 

豊岡市但東町大河内（別図27

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図27のとおり 

大河内(5)Ⅱ 

（110060044） 

豊岡市但東町大河内（別図28

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図28のとおり 

大河内(6)Ⅱ 

（110060045） 

豊岡市但東町大河内（別図29

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図29のとおり 

大河内(7)Ⅱ 

（110060046） 

豊岡市但東町大河内（別図30

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図30のとおり 

大河内(8)Ⅱ 

（110060047） 

豊岡市但東町大河内（別図31

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図31のとおり 

大河内(9)Ⅱ 

（110060048） 

豊岡市但東町大河内（別図32

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図32のとおり 

大河内(10)Ⅱ 

（110060049） 

豊岡市但東町大河内（別図33

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図33のとおり 

大河内(11)Ⅱ 

（110060050） 

豊岡市但東町大河内（別図34

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図34のとおり 

久畑(1)Ⅱ 

（110060051） 

豊岡市但東町久畑（別図35の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図35のとおり 

後Ⅱ 

（110060053） 

豊岡市但東町後（別図36のと

おり） 
急傾斜地の崩壊 別図36のとおり 

後(2)Ⅱ 

（110060054） 

豊岡市但東町後（別図37のと

おり） 
急傾斜地の崩壊 別図37のとおり 
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小坂(1)Ⅱ 

（110060056） 

豊岡市但東町小坂（別図38の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図38のとおり 

小坂(2)Ⅱ 

（110060057） 

豊岡市但東町小坂（別図39の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図39のとおり 

小坂(3)Ⅱ 

（110060058） 

豊岡市但東町小坂（別図40の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図40のとおり 

小坂(5)Ⅱ 

（110060060） 

豊岡市但東町小坂（別図41の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図41のとおり 

小坂(6)Ⅱ 

（110060061） 

豊岡市但東町小坂（別図42の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図42のとおり 

小坂(7)Ⅱ 

（110060062） 

豊岡市但東町小坂（別図43の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図43のとおり 

小坂(8)Ⅱ 

（110060063） 

豊岡市但東町小坂（別図44の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図44のとおり 

小坂(9)Ⅱ 

（110060064） 

豊岡市但東町小坂（別図45の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図45のとおり 

出石川右支渓第５Ⅰ 

（210060004） 

豊岡市但東町佐田（別図46の

とおり） 
土石流 別図46のとおり 

新宮谷川Ⅰ 

（210060017） 

豊岡市但東町東中（別図47の

とおり） 
土石流 別図47のとおり 

平田西谷Ⅰ 

（210060018） 

豊岡市但東町平田（別図48の

とおり） 
土石流 別図48のとおり 

栗尾西谷Ⅱ 

（210060019） 

豊岡市但東町栗尾（別図49の

とおり） 
土石流 別図49のとおり 

貝田川Ⅱ 

（210060021） 

豊岡市但東町栗尾（別図50の

とおり） 
土石流 別図50のとおり 

出石川右支渓第４Ⅱ 

（210060022） 

豊岡市但東町佐田（別図51の

とおり） 
土石流 別図51のとおり 

熊谷川Ⅱ 

（210060033） 

豊岡市但東町大河内（別図52

のとおり） 
土石流 別図52のとおり 

大河内東上谷Ⅱ 

（210060034） 

豊岡市但東町大河内（別図53

のとおり） 
土石流 別図53のとおり 

大河内東奥谷Ⅱ 

（210060035） 

豊岡市但東町大河内（別図54

のとおり） 
土石流 別図54のとおり 

大河内南谷Ⅱ 

（210060038） 

豊岡市但東町大河内（別図55

のとおり） 
土石流 別図55のとおり 

出石川右支渓第６Ⅱ 

（210060039） 

豊岡市但東町後（別図56のと

おり） 
土石流 別図56のとおり 

出石川右支渓第７Ⅱ 

（210060040） 

豊岡市但東町後（別図57のと

おり） 
土石流 別図57のとおり 
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竹ノ後川Ⅱ 

（210060041） 

豊岡市但東町東中（別図58の

とおり） 
土石流 別図58のとおり 

東中Ⅱ 

（210060045） 

豊岡市但東町東中（別図59の

とおり） 
土石流 別図59のとおり 

猛原川 

（210060210） 

豊岡市但東町平田（別図60の

とおり） 
土石流 別図60のとおり 

心谷川 

（210060214） 

豊岡市但東町佐田・久畑（別

図61のとおり） 
土石流 別図61のとおり 

枕木川 

（210060215） 

豊岡市但東町久畑（別図62の

とおり） 
土石流 別図62のとおり 

登り尾川 

（210060216） 

豊岡市但東町久畑（別図63の

とおり） 
土石流 別図63のとおり 

（別図１から別図63までは省略し、３に記載する場所に備え置いて閲覧に供する。） 

２ 指定の案の閲覧期間 

  平成30年３月14日（水）から同月28日（水）まで 

３ 指定の案の閲覧場所 

  兵庫県但馬県民局豊岡土木事務所及び豊岡市但東振興局 

４ 意見書に関する事項 

 (1) 様式 

   要領第５条第２項の規定により定める様式 

 (2) 提出先 

   兵庫県但馬県民局豊岡土木事務所河川砂防課 

    〒668-0025 豊岡市幸町７―11 

 (3) 提出期限 

   平成30年３月28日（水）まで（当日消印有効） 

 (4) 意見要旨及び県の考え方の公表 

   提出された意見の要旨及びこれに対する兵庫県の考え方は、平成30年５月28日（月）までに、３に記載

する場所において閲覧に供し、及び兵庫県ホームページに掲載し、公表する。 

教 育 委 員 会 規 則 

 兵庫県立高等学校の管理運営に関する規則及び兵庫県立高等学校の通学区域に関する規則の一部を改正する

規則をここに公布する。 

  平成30年３月６日 

                     兵庫県教育委員会       

                       教育長 高 井 芳 朗  

兵庫県教育委員会規則第１号 

兵庫県立高等学校の管理運営に関する規則及び兵庫県立高等学校の通学区域に関する規則の一部 

を改正する規則 

（兵庫県立高等学校の管理運営に関する規則の一部改正） 

第１条 兵庫県立高等学校の管理運営に関する規則（昭和35年兵庫県教育委員会規則第４号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  別表中 

 「 
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兵庫県立 氷上高等学校 全日制  

営農科 

食品加工科 

生活科 

商業科 

」 

 を 

 「 

兵庫県立 氷上高等学校 全日制  

営農科 

生産ビジネス科 

食品加工科 

食品ビジネス科 

生活科 

生活ビジネス科 

商業科 

」 

 に改める。 

 （兵庫県立高等学校の通学区域に関する規則の一部改正） 

第２条 兵庫県立高等学校の通学区域に関する規則（昭和35年兵庫県教育委員会規則第７号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  別表第１の２の部中 

 「 

同  氷上 営農 食品加工 生活 

」 

 を 

 「 

同  氷上 営農 食品加工 生活 生産ビジネス 食品ビジネ

ス 生活ビジネス 

」 

に改める。 

附 則 

この規則は、平成31年４月１日から施行する。 

教 育 委 員 会 告 示 

兵庫県教育委員会告示第１号 

兵庫県立高等学校の通学区域に関する規則取扱規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

平成30年３月６日 

兵庫県教育委員会       

教育長 高 井 芳 朗  

   兵庫県立高等学校の通学区域に関する規則取扱規程の一部を改正する規程 

兵庫県立高等学校の通学区域に関する規則取扱規程（昭和39年兵庫県教育委員会告示第10号）の一部を次の

ように改正する。 

第２条第１項中「行なう」を「行う」に、「県内の中学校卒業見込者」を「次に掲げる者」に改め、同条に次

の各号を加える。 
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(1) 県内の中学校卒業見込者 

(2) 県外の中学校卒業見込者で第５条の規定により入学を志願したもの 

(3) その他兵庫県教育委員会が適当と認める者 

 第４条の次に次の１条を加える。 

（保護者の住所が県外にある者の入学志願の特例） 

第５条 次の表の右欄に掲げる対象地域に保護者の住所がある者は、同表の左欄に掲げる学校に入学を志願で

きるものとする。 

学校名 対象地域 

兵庫県立 佐用高等学校 岡山県美作市のうち平成17年３月31日合併前の英田郡大原町及び東

粟倉村 

岡山県英田郡西粟倉村 

   附 則 

 この告示は、平成31年４月１日から施行する。 
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